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社会資本整備審議会 建築分科会 第１０回建築基準制度部会 

平成２５年１２月１８日 

 

 

【事務局】  本日は大変お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 本日は、マスコミ等の取材希望がございますので、ご了承いただきたいと思います。カ

メラ撮りにつきましては、事前にお願いしてありますように、議事に入るまでとなってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 本部会の議事につきましては、分科会に準じて、プレスを除いて、一般には非公開とな

っております。また、議事録は委員のお名前を伏せた形で、後日国土交通省のホームペー

ジにおいて、公開することとしておりますので、ご了承をお願いいたします。 

 それでは、まず最初に、お手元にお配りしております資料の確認をさせていただきたい

と思います。配付一覧が議事次第の後に入っているかと思います。資料１が委員名簿、資

料２が今回の報告（案）でございます。それから資料３が今後のスケジュールでございま

す。それから参考資料の１として、これまでいただいた委員のご意見をまとめたもの。参

考資料２が、これまでの資料をまとめたものでございます。欠落等ございましたら、事務

局までお申し出いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは最初に定足数の確認をさせていただきたいと思います。本日は建築分科会委員、

それから臨時委員の合計１４名中１０名の方、現在のこの１０名の方にご出席いただいて

おります。社会資本整備審議会令第９条によりまして、本部会が成立しておりますことを

ご報告申し上げます。 

 それから今回、新たに委員の交代がございました。専門委員としてご参加いただくこと

になりました委員をご紹介させていただきます。○○委員でございます。 

【委員】  ○○です。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  本日は○○委員、○○委員におかれましてはご欠席とのご連絡をいただい

ております。それから○○委員は若干おくれられるということでございます。 

 それでは、以降の議事につきましては、部会長、よろしくお願いいたします。 

【部会長】  はい。委員の皆様方には寒い中お集まりいただきまして、どうもありがと

うございました。それでは、ただいまから第１０回の建築基準制度部会の議事に入らせて

いただきます。お手元の資料の一番上にあると思います。本日の議事は、今後の建築基準
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制度のあり方、その中で木造関連基準等の合理化と、及び効率的かつ実効性のある建築確

認制度等の構築、その第二次報告の案でございます。今まで春から何度か部会を設けて、

皆様方からご意見をいただいておりましたこの木造建築と建築確認制度のあり方というこ

とでの、本日が一応形になった形での原案審議ということでございます。 

 それと、その議事の後の意見交換というのが本日の議事ということでございます。 

 それではまず事務局より議事１の、今後の建築基準制度のあり方について、「木造建築関

連基準等の合理化及び効率的かつ実効性のある建築確認制度等の構築に向けて」（第二次

報告）（案）につきましては、これは資料２につきまして、事務局より資料の内容のご紹介

をいただきたいと思います。これは事務局のほうからお願いします。 

【事務局】  では、資料２で説明させていただきます。資料２、まず目次をめくってい

ただきまして、３ページをお願いいたします。概要説明させていただきます。まず、「はじ

めに」でございますが、この当部会におきまして、新たな技術の導入や、設計の自由度の

向上が促進されるかつ柔軟な規制体系への移行という基本的な方向を踏まえた木造建築関

連基準等のあり方について。また実効性が確保され、かつ効率的な規制制度への見直しと

いう基本的方向を踏まえた、構造計算適合性判定制度などの確認検査制度のあり方、また

既に報告いただきました耐震改修に関して、これが審議内容になっていることをまず「は

じめに」で確認させていただいてございます。 

 続きまして、４ページをお願いいたします。まず１つ目でございます。今挙げました課

題の中の１つ目、木造建築関連基準等のあり方につきまして、まず現状と課題について、

記述させていただいてございます。現行の基準を受けまして、火災時の建物の利用者の安

全性確保、市街地火災の防止等の観点から、防火上、避難上の対策が求められていたと。 

 その中で、建築基準法２１条２項というところに行きまして、火災の拡大を３,０００平

米以内に抑えることを目的に、主要構造部を耐火構造とすることが義務づけられていると。 

 また、２７条というところにおきまして、在館者の安全な避難、救助が確保できるよう、

階数、または面積に応じて耐火建築物等にすることに義務づけられておりまして、例えば

学校については、３階建ての場合には、耐火構造建築物をしなければならないということ

がされてございます。 

 これにつきまして、種々の社会的要請を受け、木造建築物の耐火性に関する検証がこれ

まで行われてきているということを書かせていただいてございます。 

 ２番目、この整備基準促進に向けて、早急に講ずべき施策についてでございます。国に
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おきまして、この木造建築物の耐火性等に関する検証の成果、これらを踏まえまして、建

築層、規模、階数に応じて、構造を規制する基準について合理化を図るべきである。で、

この際、この新技術の導入の円滑化、設計の自由度向上のために、性能の規定化を図りま

して、一般的な構造方法等を明確に定めるということ、もう一つは国土交通大臣が認定す

る制度を整備する必要があるのではないかということでございます。 

 具体的に、先ほど申しました２１条２項、大規模のほうの話でございますが、これに関

しましては、通常の火災が終了するまで、延焼を防止できる性能を有する防火壁などで有

効に区画した場合には、床面積３,０００平米を超えて建築することが可能となるよう規制

を見直す必要があるのではないか。また、建築基準法第２７条、規模用途に関した制限の

ほうでございますが、これに関しましては、在館者の安全な避難・救助が完了するまで、

建築物の倒壊・崩壊、延焼の拡大及び煙の拡散を防止できる場合には、３階建ての学校等

について、木造の準耐火建築物とすることが可能となるよう規制を見直すべきではないだ

ろうかという点でございます。 

 続きまして２番、効率的かつ実効性ある確認検査制度等のあり方でございます。まず１

番目、現状と課題のところにおきましては、建築基準法における一連の確認・検査等の流

れにつきまして、確認的に書いてございます。ここに設計段階、工事段階、使用維持管理

段階の一連の手続が、建築基準法に応じて規定されていることについて（１）で記載させ

ていただいてございます。 

 （２）でございますが、構造計算適合性判定制度につまして、記述させてございます。

この適判制度につきましては、確認審査を補完するものといたしまして、専門的な能力を

有する者が構造計算の詳細な過程等の審査を複層的に行うことによりまして、６ページで

行います、計算審査の質の確保に大きく寄与しているというものでございます。 

 これにつきましては、平成２０年の制度を、制定当時は約１００日間を審査に要してご

ざいましたが、その後の運用改善により、現行では５０日ぐらいで定常的に推移してござ

います。ただ、これに関しまして、次のように新たな課題が明らかになっているというも

のでございます。 

 まず①で、適判の流れでございますが、この制度は建築士の方が、建築主事などの確認

検査機関のほうに審査を行いまして、その後その建築主事さん等が、判定機関に適判を求

めるという流れになってございます。このために、この審査の段階で構造計算に誤りがあ

りますと、設計全体が大幅な見直しにつながるというような問題がございます。このため、
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構造計算の判定業務を確認審査を最初の段階で行うことが効果的であり、手続の改善等が

求められているという課題がございます。また構造計算適合性判定の質の確保の観点にお

きましても、課題が現在ある状況でございます。 

 続きまして、②、この判定機関の指定の関係でございます。現在、この適判機関の指定

は、この機関の業務区域にかかわらず、都道府県知事が行うということになってございま

す。この指定状況、ここに書いていますように、平成２５年１０月時点での指定状況につ

きまして、説明をさせていただいてございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 この指定状況でございますが、ここの数字、細かく書いてございますが、とにかく１つ

の構造計算判定機関が業務を行う地域というのは広域化が進んでいると。１つの機関が広

い区域で業務を行っているという実態が出てございます。このために、この判定機関の広

域化、またそのような広域なものに関しましては、都道府県にある監督体制がなかなか行

き届かないと、そういう実態を踏まえまして、的確に機関を監督する体制整備が必要とな

っているという課題を認識してございます。 

 続きまして、③でございます。この適判の対象でございます。現在、この適判の対象と

なる構造計算は、原則といたしまして、限界体力計算、保有水平耐力計算、いわゆるルー

ト３、及び許容応力度等計算とされてございます。この計算は構造種別ごとに規模、階数

から決まってございます。 

 ここに関しましては、件数の日数の現状等をその後に幾つか記載してございますが、こ

の結果、このルート２に関しましては、階数３以下の木造住宅で、軒の高さが９メートル

を超えたものですとか、鉄骨造の住宅で柱の間隙が６メートルを超えたもの、階数１の工

場で柱の間隔が１２メートルを超えたものなどが多くなっているという実態がございます。 

 また、この指定機関等の審査体制に関しましては、一方で審査能力の向上を図る取り組

みがいろいろ展開されてございます。また専門知識の取得を務める動きも全国各地で行わ

れているという実態がございます。 

 さらに国交省が実施した調査によりますと、このルート２に関しましては、単独で十分

な審査が可能としている機関が約８割ございます。また、講習・研修等により将来的には

審査可能という回答を含めますと、約９割という実態がございます。こうした状況を踏ま

えまして、ルート２に関しましては、一定の条件のもとでございますが、対象の合理化を

検討する必要があるのではないかということがございます。 
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 また、このほかに、８ページの上のポツが３つほどございますが、エキスパンションで

切られているような建物の場合で、増改築の際に一定の構造制限の緩和措置が講じられて

いる場合、これらの全体計画の認定手続がある場合、こういう場合には適判の手続に関し

ましてもう少し合理化する必要があるのではないだろうかということで、適判対象につい

て再検証をする必要があるという課題でございます。 

 続きまして④、判定員の充足の状況でございます。判定員の充足の状況につきましても、

アンケート調査が行われてございますが、このパラグラフの一番最後のところでございま

すが、全体の２割程度の機関で不足しているという回答がございました。また、常勤の判

定員に限って言いますと、約６割が６０歳以上という現状がございます。こういう観点か

ら、将来を見据えた構造計算判定員の確保が必要であるという課題がございます。 

 続きまして、適判の話はここまででございまして、（３）、専門性の高い分野における確

認審査に関してでございます。現在昇降機ですとか遊戯施設といった専門性の高い機械に

つきましても、建築主事などが確認審査を行うこととされています。しかしながら、制動

装置ですとか、制御器などに関する技術の高度化・複雑化が進んでおりまして、この建築

主事等の審査が非常に困難な状況となってございます。このために、機械・電気に関する

専門的な知識を有する者が関与する審査のあり方を検討する必要があるというものでござ

います。 

 続きまして９ページでございます。（４）、この建築確認制度における手続等のところで

ございます。まず①といたしまして、計画変更の課題がございます。現在、建築確認を受

けた計画から変更する場合には、その都度計画変更の手続が行われてございます。ただ一

方、軽微な変更のものに関しましては、手続は不要とされ、中間検査・完了検査の段階で

届出のみで足りるというように措置されてございます。 

 近年、建築物の大規模化等に伴いまして、計画変更というのは非常に多くなってござい

ます。これにつきまして、軽微な変更の内容につきまして、実際の建築工事の実態を踏ま

えた見直しが必要となっているというものでございます。 

 ②型式適合認定というものでございます。型式適合認定という制度は、この型式が建築

基準に適合することをあらかじめ国土交通大臣が認定し、それによって一定の審査を不要

とすることによりまして、建築主・主事の双方の同意を得まして、負担軽減を図るもので

ございます。ただ、現状、この住宅全体の設計仕様を１つの型式ルールとして定めて申請

することが求められておりまして、ハウスメーカー、バリエーションごとに認定を取得す
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ると、１つの住宅シリーズで１００近い型式適合認定を取得するというような計算がござ

います。 

 このため、一部の仕様に変更が生じますと、変更のための手続が大きな負担になってお

りまして、この型式内容の変更に関しましてはも十んなに対応しているようなケースもあ

る。 

認定を受けた型式について、新しい住宅部品等の導入や技術基準の改正に伴い、一部の仕

様に変更が生じれば、他に変更がない場合でも全ての型式適合認定の更新が必要となり、

変更のための手続が大きな負担となっている。型式内容の変更に対して柔軟に対応できる

よう制度のあり方を検討する必要があるというものでございます。 

 ③仮使用承認の課題でございます。仮使用承認に関しましては、指定確認検査機関が建

築確認を行った建築物に関しまして、現在は特定行政庁が仮使用承認を行うことになって

ございますが、特定行政庁が仮使用承認を行う場合、改めて建築計画全体を理解した上で

審査する必要があり、審査に時間を要する結果となってございます。このために、仮使用

の承認が円滑に進むよう手続のあり方を検討する必要があるというものでございます。 

 つづきまして（５）、１０ページでございます。お願いいたします。定期調査・検査報告

制度及び維持保全の関係でございます。まず①定期調査・検査報告制度でございます。現

在この定期報告に関しましては、ここにありますように、特殊建築物７１.２％などのよう

に、一定の範囲にとどまってございまして、報告率の向上が重要な課題となってございま

す。 

 定期調査・検査の対象に関しましては、現在特定行政庁が必要に応じて指定するという

形になってございます。しかしながら、この安全性の確保を徹底すべきものは必ずしも指

定されておらず、対象の指定のあり方を検討する必要があるということがございます。 

 また、この検査等を行う資格者に関しましては、現在一級、二級という建築士の方のほ

か、分野に応じまして、「特殊建築物等調査資格者」、「昇降機検査資格者」、「建築設備資格

者」、この３つがございますが、これはそれぞれ講習を修了することによって資格を取得で

きるという形になってございます。 

 現在、防火設備に関しまして、この特建資格者が調査するという形になってございます

が、構造が高度化してきていることなどから、調査者の専門能力の確保が課題となってご

ざいます。 

 このため、建築物における重大な事故や災害を防止するために、実際の調査・検査が適
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正に実施されているかチェックする仕組みが整備されていないこと、また不適切に行った

者などに関しまして懲戒処分を行う規定がないことなどが課題となってございます。 

 ②昇降機等の維持保全でございます。今の定期調査報告よりももう一段日常的な、昇降

機ですとか遊戯施設の安全を確保する上では、この日常的な保守管理ですとか、運行管理、

こういうものを適切に実施することはどうしても重要でございます。しかしながら、これ

に関しまして、現在指導が行われてございますが、法的な位置づけがないという状態にご

ざいます。ここまで課題でございます。 

 ２番目でございますが、２.効率的かつ実効性ある確認検査制度等のために早急に講ずべ

き施策のほうでございます。講ずべき政策につきまして、以上のような現状と課題を踏ま

えまして、次のような具体的な施策を講じる必要があるというものでございます。 

 まず（１）適判の実施に関してでございます。次のページお願いいたします。１１ペー

ジお願いいたします。①手続等の見直しに関してでございます。適判はこれまでと同様に

確認審査とは別の機関で行うことを前提として、各建築主事等の審査から独立させ、建築

主から適判機関等へ直接申請する仕組みとすることで、より早い段階で構造計算の審査を

行うことができるように見直しを行うべきではないか。また併せて、審査請求または異議

申立てを行うことができる仕組みを導入すべきではないかというものでございます。 

 また、２以上の都道府県で業務を行う機会につきましては、国が機関の指定、監督等を

行うことができることといたしまして、その上で都道府県知事が業務を代行させることを

選択できる、そういう仕組みを導入したいというものでございます。 

 ②対象に見直しでございます。ルート２の対象が比較的小規模な戸建住宅や工場となっ

ていることなどを踏まえまして、構造計算に関しまして、専門的知識及び技術を有する建

築主事などが審査を行う場合に限りまして、ルート２を適判の対象外とすることはいかが

かと。 

 また、下にありますようにエキスパンションですとか、一定規模以上の増改築を行う場

合、全体計画の認定の手続につきましても、適判に関しましての合理化を行うという必要

があるのではないか。 

 ③質の確保、適判の質の確保の観点でございますが、これに関しましては、国による資

格検定、登録等の制度を導入し、的確な監替体制を整備する必要があるのではないかとい

う。 

 続きまして（２）でございます。専門性の高い分野における確認審査方法の見直しでご
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ざいます。昇降機等に設ける制動装置ですとか、制御器などの性能に関しまして、大臣の

認定の対象としまして、機械・電気に関する専門的な知識を有する者が審査する仕組みの

導入を検討する必要があるのではないかというものでございます。 

 （３）手続等の合理化に関してでございます。まず、①計画変更でございます。計画変

更に関しまして、軽微な変更の対象に関しまして、この建築基準関係規定に適合すること

が明らかな場合には、計画変更の手続が不要となるように、再検証を行う必要があるので

はないか。 

 ②型式適合認定の合理化でございます。認定対象となる型式の範囲の拡大、手続の簡素

化などの措置を検討する必要があるのではないか。 

 ③仮使用家認制度の合理化に関してでございます。工事部分及び仮使用部分の安全対策

に係る建築物の安全性・防火上の基準を整備いたしまして、この基準を満たす場合に、確

認検査機関が仮使用の審査を行うことができるように制度の合理化を図る必要があるので

はないかということ。 

 続きまして（４）定期検査関係でございます。定期調査・検査報告の報告率の向上に向

けて、まずは制度周知の徹底を図るとともに、この建築基準法に基づきました手続、１２

条の報告ですとか、立ち入り検査を実施するなど、特定行政庁によるまず安全確保の取り

組みを徹底するべきではないか。 

 ２つ目のポツでございますが、不特定多数の方ですとか、高齢者の方が利用されるよう

な建築物などの安全性の確保を徹底すべき建築物や昇降機などにつきまして、定期調査・

検査の対象とし、それ以外の建築物等については、特定行政庁が地域の実情に応じた指定

を行うことができるように制度の見直しを行うべきではないか。 

 次に防火設備に関しましては、専門的な知識と技能を有する方に検査させる仕組みを導

入すべきではないか。 

 次でございますが、調査・検査の方法、判断基準をより具体的に定めるとともに、写真

添付、検査結果の数値記載の充実を図るべきではないか。 

 最後のポツでございますが、この資格者の処分基準の明確化を図り、この処分を徹底す

るとともに、資格者の資質向上を図るための講習内容の充実を図るべきではないかという

ものでございます。 

 続きまして、②昇降機等の維持保全の徹底に関してでございます。これに関しましては、

昇降機などの保守・点検を含めた維持管理方法、体制などが定められ、適切に保守点検や
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運行管理が行われるよう、所有者等を指導する必要があるのではないかというものでござ

います。 

 １３ページでございます。その他でございます。まず１番目、技術的基準に適合しない

新たな構造方法等への対応ということで、１番の現状と課題でございますが、平成１０年

の建築基準法改正におきまして、技術的基準の性能規定化が図られてございます。これに

伴いまして、それまでの特殊な建築材料または構造方法の認定規定という、旧３８条が廃

止されてございます。 

 しかしながら、一方で技術的な知見が十分蓄積されていなかったり、検証方法が確立さ

れていないことによりまして、性能規定化されていない技術的基準もございます。これら

に関しましては認定制度がないので、これらを実用化するためには、技術的基準の見直し

が必要となり、実用化に時間がかかるという問題がございます。 

 ２番目、それに対する施策でございますが、講ずべき施策でございますが、性能規定化

されていない技術基準に適合しない新たな構造方法等につきまして、必要な性能を有する

場合には大臣が認定を行い、実用化を可能とする仕組みを検討すべきではないかというの

がある。 

 続きまして、ⅱ、事故等に関する調査の充実に関してでございます。まず現状と課題、

昇降機や建築物などで事故が発生した場合、災害で建築物に被害が発生した場合、現在、

この審議会におきまして、昇降機等事故調査部会、建築物等事故・災害対策部会が設置さ

れ、専門家による調査体制が整備されてございます。 

 しかしながら、現行制度、国におきましては昇降機や建築物等の調査を行う権限は、国

についてはございません。 

 １４ページでございますが、これに関しまして、きちんとこの調査を行っていくために、

建築物などにおきまして、現在権限が法制上位置づけられておりませんので、関係者の協

力が得られない場合、国による機動的な調査の実施が困難となりますので、国による調査

権限の明確化が必要ではないか。 

 また、特定行政庁におきましても、現在、この一定の権限がございますが、その対象に

は建築設備などの製造者が含まれてございません。このために、これらに関する情報、十

分な調査を行うことができないということから、国と同様に調査権限の充実等が必要な現

状でございます。 

 ２番目、これに関する早急に講ずる施策でございますが、国もみずから法に基づき、必
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要な調査を行えるよう、調査権限の創設等を検討すべきである。また、特定行政庁におい

ても、建築設備等の製造者等に関する調査を実施できるよう、調査権限の充実を検討する。 

 最後の１５ページでございます。施策の実現に向けて、引き続き検討すべき課題を列挙

してございます。今後とも継続して検討していく必要があるものといたしまして、建築基

準のさらなる性能規定化に向けた基準の整備のあり方に関して、遊戯施設などについて、

安全性を確保するための実効性のある法規制のあり方について。既存ストックを有効に活

用する観点からの建築規制のあり方について。既存不適格の昇降機などの改修促進策のあ

り方について。持続的かつ的確に建築行政を執行するための体制整備のあり方について、

また建築基本法のあり方についてでございます。 

 おわりにでございますが、この報告を踏まえ、必要な制度見直し等を速やかに実施する

必要があるのではないかというものでございます。以上でございます。 

【部会長】  どうもありがとうございました。この資料については、事前に事務局のほ

うから皆様方のほうに送付されていると聞いております。まず、今、事務局のほうからあ

ったこの資料についても、まずご質問ですね、これでどうだという意見交換はこの後に設

けますので、質問を受けつけたいと思います。どなたか、この辺はわかる、わからないと

いうところ、よろしいでしょうか。 

【委員】  ちょっといいですか。 

【部会長】  はい、○○委員。 

【委員】   ○○です。ちょっと質問、６ページなんですが、①の第２段落の、この段

階でという、構造計算に誤りがあるといった次なんですけど、設計全体の大幅な見直しに

つながり、再申請が必要と書いてあるんですが、その次の段落、そのさらに次の段落の２

行目に、最初の段階で行うことが効果的だと、こう書いてあるんですけど、設計全体の大

幅な見直しは最初の段階で行っても生じるんじゃないかなという気がしたのですが。ここ

はどういう意味なのか、よくわからなかったんですけども。 

【事務局】  当然、同じように設計変更が起こるのですけれども、結構小さな構造適判

の要る場合には、かなり進んだ段階で行われると、再度もう一回確認申請を出し直すため

に書類を全部見直しをするというような手続が必要になるので、場合によって確認を出す

前に適判を受けて、ある程度審査を了解してから、建築確認の申請をするほうが効率的な

場合もあるということで、そういう趣旨をここに。これは実務界からのこのようなご指摘

があるということで。 
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【委員】  わかりました。 

【部会長】  どうもありがとうございました。これはある程度実態論を文章に起こして

いただいていると思います。今、○○委員からご質問がありました点は、若干と読みにく

いところもあるかもしれませんので、あと、まだ第２、理事会の部会で最終案の決定とい

うことでございますので、今日ご意見はいただいて、それをもう一度見直すという時間が

ございますので、今のような点、是非たくさん出していただければと思います。 

 それでは○○委員。 

【委員】  ○○です。７ページの③、構造計算適合性判定の対象というところで、結論

はルート２について一定条件のものと対象の合理化を検討する必要があると。その理由づ

けとして、上の３つの固まりというか、まずその小規模なものが多くなっているというの

と、特定行政庁や検査確認機関でも専門的知識の習得に努めている。そして、聞き取りの

結果ですかね、やれると言っているというのは、これは３つあるのですけれども、これを

総合してということだとは思いますが、ちょっとこの３つの関係が、ちょっと文面上、全

く並列でもないような気もするし、ただわかりにくいのは、１の、要するに小規模なもの

が多くなっている、だから何なのだと。だから小規模だからチェック要らないとか、そう

いうことではないと思うのですよね。 

 ですから、その辺の説明の仕方が、ちょっと何か、わかる人はわかるのかもしれません

けれども、これだけ読むと、この３つがどのように関連してとか、それぞれがどのような

意味を持って、そのような結論を導けるのかというのがちょっとわかりにくいように思う

ので。 

 私も必ずしも結論に反対する趣旨ではありませんけれども、ここはもう少し表現の工夫

が必要なのかなとちょっと思いました。 

【部会長】  事務局から何か。 

【事務局】  まあ、確かに少し説明としては不足している部分があると思いますので。

もともと少し前での議論のときに、まあ軒高が少し違うことによって、非常に差が出てき

てしまうという面があるというのが最初のフレーズで、実質的にはこの後ろのほうで、か

なり審査側のいろんな取り組みも進んできている中で、かなり対応できるようになってき

ているという実情を踏まえて、むしろ見直しが必要ではないかという趣旨で、ちょっと文

章の表現を少し整理させていただきたいと思います。 

【委員】  ちょっとすみません。 
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【部会長】  どうぞ、では○○委員。 

【委員】 ○○ですけれども、ちょっと記憶がないのと、資料を持ってきていないのであ

れなのですけれども、適判機関からも意見を聞いたりしましたが、適判機関の意見として、

こういうことについて特に異論はないというような理解でよかったのでしたでしょうか。 

【事務局】  特段、そのことについてのご異議を今のところ聞いておりませんが、これ

からいろいろ機関からも幅広くご意見をいただきたいと思いますので、後ほどご説明しま

すが、これを受けて、少し正式なパブリックコメントではないのですが、ご意見募集をし

て、幅広くご意見を伺った上で決めていきたいと思いますので。その段階でまた改めて聞

きたいと思います。 

【部会長】  ほかに、この資料に関してのご質問ですよね、よろしゅうございますでし

ょうか。それでは、これに関しまして、今度は部会として委員の間での意見交換というこ

とに進めさせていただきたいと思います。事務局からご紹介がありましたけど、構成はご

らんになってわかるように、最初に木造の規制の、木造関係の基準のあり方と、それに対

する問題点で講ずべき施策と。それから２番目が、やや量的には多いのですけれども、建

築確認制度のあり方で、３番目にその他ということで技術基準とそれから事故等に対する

ということでございます。それでは、構成の順番から、それぞれの３つは比較的独立して

いると思われますので、まず木造関係、続いて確認制度のあり方について、それで一番最

後のその他ということで、まずその３つの課題ごとにちょっとテーマを絞った形でのご意

見をいただければと思います。 

 まず最初の木造関係、これについてはいかがでございましょうか。これは火災実験等と

か行われていて、この建築基準法第２１条の２項というこのあたりの見直しというところ

でございます。このローマ数字のⅠの部分についての意見交換を始めたいと思いますけれ

ども、いかがでございましょうか。何かございますでしょうか。私の記憶では、これは今

までの部会の中で、委員間であまり異なった意見は出て来なかったと記憶しておりますけ

れども。何度かご意見を紙等でお出しになった、今日、○○委員がご欠席ですので、後日

メール等でご意見は伺うことにしたいと思いますけれども、このローマ数字Ⅰ、問題意識

と講ずべき施策ということで、では、○○委員どうぞ。 

【委員】４ページの下から５行目の書きぶりのことですけれども、書き方の問題なのです

けれども、下から６行目から、「これらの基準について性能規定化を図り、要求する性能及

び性能を満たす一般的な構造方式等を明確に定める必要がある」というくだりですが、こ
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の「性能を満たす一般的な構造方法等を明確に定める」というのは、仕様規定ではないと

いう判断なのでしょうか。 

【事務局】  仕様規定です。 

【委員】  ですね。で、文章として、性能規定化を図り、仕様規定をしなさいっていう

文章になっていて、おかしいと思います。ただこの木造に関しては、やっぱり仕様規定的

に示すことも必要だと私は思います。なので、ここの文章は、書き方なのですけれども、

「これらの基準について性能規定化を図り、要求する性能」、そこが重要なのだと思うので

すけれども、「及び性能を満たす一般的な構造方法と明確に示す必要がある」くらいにして、

そこから後の「具体的には」のところには、もう定めると書いていただいてもよいと思い

ます。実行上なかなか難しいことなので、「具体的には・・・定める」という文章にその後

なっていますので、この上のところは「明確に示す必要がある」くらいにしていただいた

ほうがよいと思います。やはり全体として性能規定化をするのだという姿勢が重要で、こ

れは工藤委員も私も今までそういう発言をしてきたと思いますけれども、やはりそのとこ

ろが一番気になるところですので。意見と希望です。以上です。 

【部会長】  いや、意見で結構でございます。このあたりはいかがですかね。私の全体

の印象として、このローマ数字のⅡが比較的具体化された、割と細かい文章なのに対して、

Ⅰは比較的ざっくりと大きな方向を示しているので、今、○○委員のご指摘のようなとこ

ろで、性能規定化を図り、要求性能を満たす、要求性能を明示するのはいいと思うのです

けれども、性能を満たす一般的な構造方法、そこにちょっと仕様規定という言葉も入れて、

割と細かく書くというのはいかがでしょうか。 

【委員】いや、あまり細かくは書かないほうがいいと思います。しかし、一般的な構造方

法等を示していただかないと、実際に対応するほうは困ってしまうという現状があります

ので、全般的には明確に示す必要があるというのが本文で、だけど具体的には、やっぱり

定めるのだという文章でどうかなと私は思います。 

【部会長】  今日は意見を出すということでございますので、ほかに何か。この分野に

特に関連する必要はございません。ほか、全体的でも……。よろしゅうございますか。 

 では、とりあえずⅠの木造基準のあり方についてということで、ご意見をいただきまし

た。それでは２番目の、５ページ以降ですね。効率的かつ実効性のある確認制度のあり方、

ここのパーツについてはいかがでございますでしょうか。ここはややご意見が出るかなと

いう部分ではないかと思います。ご自由にご発言をいただきたいと思います。 
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【委員】  すみません。 

【部会長】  はい、どうぞ。 

【委員】  ○○でございます。まず私のほうからは、適判に関して、幾つか申したいと

思います。Ⅱの効率的かつ実効性ある確認検査制度等のあり方ですね、まずその１番の現

状と課題の中で、６ページでございますが、先ほどもちょっと○○委員が以下触れられま

したが、①の適判の流れの中で、２つ目の段落の最初ですね、「この段階で構造計算に誤り

があると」と、これは１つの事例として挙げられたのだと思うのですが、要は何を言いた

いかといいますと、根本的な誤りをするような設計者は淘汰されてほしいぐらいに思って

いますので、このような場合の問題点としては、設計者と適判員の中で、構造計算の考え

方の違いといいますか、やり方の違いみたいなところで齟齬があると、考え方が違うと大

きな見直しになるという場合が問題なのであって、そのようなところはやっぱり早目にす

り合わせをしていただきたいと。 

 で、先ほど、それによってどのような問題があるかということで、１つは確認申請の出

し直しとかいう問題もあるという話でしたけれども、それもそうだと思いますが、やはり

終わりにほうになって、ほぼもう確認申請を出すという段階は、通常はもう予算も工事費

も確定していて、そこで大きな根本的な見直しがあると、非常にそのような面で、申請だ

けではなくて、問題になるということも以前申し上げたと思いますので、そういう認識で

おります。 

 現状については以上でございます。 

 それから、どのように見直しをやっていくかということで、１１ページのほうで、①の

適判の手続等の見直しのところで、広範な区域で業務を行う機関については、国交大臣が

指定する制度をつくって頂くということ、これは大変よいことだと思うのですが、その上

から６行目ですかね、２つ目のポツの最初で、「判定機関を的確に監督する観点から」云々

とあります。それは当然行政側としてはそういう視点でいられるというのはもっともなこ

とだと思うのですが、今までの議論の中では、このようなことよりも、より効率的、実効

性のある適判のやり方を上げるために、構造の技術というものは、特に地域的な差という

のはありませんから、全国的に、別に指定された機関がやってもよいことですし、非常に

高度な建物、技術的に高度な、技術性を要するような建物については、そういった全国指

定の機関が、より能力の高い適判員を持ったところがやるというのが、より良質な審査が

できると、そういう観点で申し上げてきたつもりでございますので、そういったところを
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踏み込んで、書いていただければなと思います。以上でございます。 

【部会長】  どうもありがとうございました。今のご指摘、復唱させていただきますと、

６ページのほうは、構造計算の誤りというよりは、適法判定プロセスに何らかのトラブル

があるようなというようなニュアンスですね。 

【委員】  そうですね。 

【部会長】  それから、監督かどうかという点は、少し、多分問題のない運営みたいな

のが趣旨だと思いますので、そのあたりは一度、今のご意見をいただいて、少し文章を練

るなり考え直すということにさせていただきたいと思います。 

 ほかにここの部分ではいかがでしょうか。 

【委員】  はい。 

【部会長】  じゃあ、○○委員どうぞ。 

【委員】  ○○でございます。１０ページの効率的かつ実効性のある確認検査制度のた

めの早急に講ずべき施策ということで、１１ページに、①、②ということで見直しという

形で書いていただいております。私どものこれまでの申し上げた意見を検討に値するもの

として、評価していただき非常にありがたく思います。 

 ②の構造計算適合性判定の対象の見直しの中で、構造計算に関し、専門的知識及び技術

を有する建築主事が審査を行う場合に限り、許容応力を構造計算適判の対象外とすると。

これについては、この措置が実現すれば、木造の住宅については、軒高９メーターを超え

る場合はルート１にかえて、ルート２計算を用いることで、審査の長期化とか、阻害要因

を解消できる適切な施策だと考えております。 

 ただ、軒高９メーターの規制というのは、構造計算方法の選択だけにとどまらないで、

構造関係規定の中にも、存在するということもございます。実は、３階建ての中でも多い

鉄骨住宅の場合、軒高９メーターを超えると、普通ボルトが使用できないで、高力ボルト

を使用しなくてはならないとする規定です。これは建築基準法施行令の６７条です。今ま

での実績のある設計が使えなくなってしまい、コスト、設計期間や施工管理等にもいろい

ろと支障が出てきます。今回こういった観点から、鉄骨系３階建ての住宅における９メー

ターの問題に関しましては、ボルト規定の見直しといった構造関係規定までを見直しの対

象の中に入れていただければと、要望したいと思うんですが。以上でございます。 

【部会長】  はい、ありがとうございました。要望というのか、ここの部分を見直せと

いうことでよろしいでしょうか。 
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【委員】  そうですね、プラスで考えていただければと思うんですが。 

【部会長】  はい、わかりました。 

【事務局】  今のお話は、ちょっとここの直接の議論とは別で、今までお話をお伺いし

ておりませんので、技術的に少し検討させていただいて、どういう対応ができるかを検討

したいと思います。直接の手続ではなくて、技術基準そのものの見直しの話だと思います

ので、ちょっと内部で検討させていただきます。 

【部会長】  はい。ほかにこのⅡの実効性のある確認検査制度等のあり方、この部分に

ついていかがでしょうか。 

【委員】  すみません。 

【部会長】  ○○委員。 

【委員】  ○○でございます。意見というか質問も含めてですが、１１ページの最初の

①の一番最後にある、「都道府県知事が業務を代行させることを選択できる仕組み」、この

「業務」というのは具体的に何を指しているのかという点と、②の最初のポツの、「構造計

算に関し専門的知識及び技術を有する建築主事」にある、「有する」ということをどのよう

に確認するのかということをお聞きします。また、１１ページの最後の、「計画変更の合理

化」ですが、１２ページの一番上にある、「手続が不要となるよう再検証を行う必要がある」

は、現状と課題と同じようなレベルの記述がなされており、具体的にどういうことをやろ

うとしているのか、これは、中長期的にやっていこうとしているのか、以上の３点につい

て、教えていただきますか。 

【部会長】  はい。それでは最初の２点に関しては、これは記述に対するご質問だと思

います。それから３番目の手続の、この話については内容がどうだという確認ですね。は

い、では、これは課長のほうからお答えいただけますか。 

【事務局】  まず、今は適判というのは、都道府県知事が、いわゆる自分たちの業務を

代行させる形で指定をして、指定をすると、その業務は知事は行わないという形の、業務

代行型の仕組みになっています。したがいまして、例えば１つの機関が１０の都道府県で

業務をやるとすると、１０の県で全部、個別に指定をするということになっているのです

けれども、その場合、例えば国が指定をして、指定をするんだけども、例えばどこそこの

県が、そこの機関に適合性判定をできるかどうかは知事が判断をして、そこに任せるよと

いう形にできるようにしようということであります。 

 したがいまして、指定の手続は簡素化されるのですけれども、業務を任せられるかどう
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かというのは知事さんの判断は残していくということになると思います。そういうことで

すから、監督自体は国が県にかわってやっていくということになろうかと思います。 

 それから２番目の、いわゆるルート２のものの対象、審査する側でございますが、これ

はこれからちょっと検討しなければいけませんけれども、構造計算適合性判定の講習会を

やって、その後、判定試験みたいなやつをやったのですが、同じようなイメージで考えて

いまして、ルート２の構造計算について、そのような能力の判定をした上で、そういった

建築主事さんがやるというようなイメージで考えています。 

 これから、どのように判別をしていくか、選別方法もやるかという点については、今後

検討する必要があるかなと思います。 

 それから、計画変更のところなのですけれども、これは非常に細かい内容が多いので、

あえて省略をしたのですけれども、幾つか実務的にご指摘をいただいているいろいろな変

更の内容においては、これはもう明らかに要らないようなケースも出てきているので、実

態を踏まえて、これも法律の施行までには、この計画変更を定めた省令の見直し等を行い

まして、明確にしていきたいと思います。必要であれば、ここに例示を書くことは可能か

と思いますが、少し細かい内容でしたので、あえて表現は省略をしたということでござい

ます。 

【部会長】  はい。○○委員、いかがでしょうか。ご質問の内容に関して、お答えは。 

【委員】  ありがとうございます。 

【委員】  ちょっと今の件の関連でいいですか。 

【部会長】  はい、じゃあ、どうぞ。○○委員、どうぞ。 

【委員】ご説明を直接伺っていないのですが、今の１１ページの①の構造計算適合性判定

の手続のところなのですが、２つ目のポツのところで、あれですか、今ご説明をいただい

たのですが、国が指定をできるようにして、しかし当該自治体ごとにそこで使うかどうか

は判断権限を留保しておくという、そのような仕組みというように聞きましたが、そうす

るとあれですか、指定自体は簡単になるとおっしゃったのですが、普通に聞くと、手続二

重になるような感じもいたしまして、そこの具体的な制度設計のイメージをもう少しご紹

介いただけるとありがたいなというのが１つです。 

 それから上のポツのところで、構造計算適合性判定について、審査請求また異議申し立

てというものができる仕組みを導入するとかあるのですけれども、そうすると、指定機関

と知事と国と３者出てくることになりますけれども、これは階層性の問題が出てくるので、
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この点についても、どのようなイメージをお持ちで、そうおっしゃっているのかというこ

とをお伺いしたいと思います。 

【事務局】  まず、前者のほうについては、ちょっとこれから具体的に詰めをしなけれ

ばいけませんので、ある法律で同じような事例がございましたので、それを参考にしてで

すね。当然、指定自体二重になるというよりも、一度要件はきちんとこちら定めた上で、

その要件に合うということを踏まえて国が指定をして、ただ、その業務自体を、この県の

権限を代行できるかどうかについては、当然県の判断にしておりますが、実態上はおそら

く指定をする前に県のご意見を聞いた上で、実際にはここで指定をする、業務をできると

いう前提で指定をしていくというような仕組みをしないと、ちょっと手戻りが生じるので

はないかと思いますので、そのような手続上の工夫はしていかなければいけないのではな

いかなと思います。 

 それから、いわゆる審査請求ということなんですが、一応独立した業務にすることによ

りまして行服法の対象にしたいということなんですけれども。趣旨はですね。どういうふ

うな手続にするかと、今、実は行服法の見直しも検討されているものですから、それらも

踏まえて、具体的な手続はこれから少し詰めをしていきたいなと思っております。 

【部会長】  このあたりは、ちょっと私も幾つか意見を申し上げたところで、今○○委

員からお話のあった、法的なシステムとしてはどうであれ、現状ある地域によっては、確

認機関がわりと手不足のところもあるので、そこは何とかしたいというご意見をこのよう

な形で理解していただいた。 

 それから適判という制度が設計者と適判員の間の受信する側、それから審査する側とい

うことで、やっぱり受信者側にもある程度の権利関係を出せるように、あまりにも理不尽

というのか、設計者として異議のある場合というのがこのような形でなっている。これも

制度設計に関しては、申しわけないですけれども、私よりは事務局のほうが全体をご存じ

ですので、このような形になる。精神はそういうところだと記憶いたしております。 

 ほかに、どちらか。では、○○委員どうぞ。 

【委員】  適判依頼の話でもよろしいでしょうか。 

【部会長】  えっと、とりあえずⅡの話にしたいんですけれども。 

【委員】  Ⅱですけれども、型式適合認定の話というのはこれですか、よろしいですか。 

【部会長】  はい、結構です、どうぞ。お名前をお願いします。 

【委員】  ○○です。９ページと１２ページに型式適合認定のことが書かれていますが、
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このこと、あまりこれまでこの場で議論してこなかったかなと思いますので、ちょっと意

見を言わせていただいてよろしいでしょうか。私自身も工業化住宅の製造者認証の認定委

員をしていますので、９ページに書かれている問題は全くこのとおりだと、認定委員の立

場でも思っています。代理認定を受けている、例えばいろんな材料などが、製造が中心に

なって違うものに置きかえるなんていうことは、あれだけの何十万点という材料を使って、

住宅をつくっているわけですから、日常的に起こることなのですけれども、そのようなこ

とが起こったら、また全部新たに認定、それから認証を受けなきゃいけない。ここで型式

適合認定と書いてありますけれども、セットでやっている製造者認証の話も一緒にペアで

議論していただいたらいいのではないかと思うのですけれども、このような問題は確かに

あるなと思っています。 

 それで１２ページに、手続の簡素化ということで対応を書いていただいています。これ

は全くそのとおりだと思うのですけれども、一方で品質の確保という面で、このちょっと

煩雑過ぎるかもしれませんけれども、丁寧に申請書類を見るという行為が、あまり社会的

には知られていませんけれども、やられているおかげで、やはりきちんとした品質の住宅

を社会に提供する上では、一定の効果はあると思うのです。 

 稀ですけれども、適合していないというものも見つかったりすることもあって、そのよ

うなものの是正というのもお願いをしたりもしていますし、そのようなことのいろいろな

問題を未然に防ぐということもありますので、単に手続の簡素化ということだけではなく

て、品質の確保とかいう面でも、やはりきちんと議論をしていって、いい形に制度を改善

していく必要があるのではないかと思うのです。 

 製造者認証なんかで見ていると、やっぱり一番大切な、例えば溶接技術などが必ずしも

十分な技術者が工場にいらっしゃらないとかというようなこともあったりしているような

のですね。そのような意味で、購入されている方は、このような制度があるので、信頼し

て買われていると思いますので、品質の確保という面で、単に簡素化という面だけで議論

しないほうがいいのではないかと思っています。以上です。 

【部会長】  はい、ありがとうございました。そのあたりは非常に重要なことで、事務

局も十分ご認識のことだと思います。おっしゃっているように、私もちょっとあるのです

けれども、簡素化だとか、いわゆる効率化だとか合理化という言葉でもって、いろんなも

のを必要な部分も省かれるということのないように、若干注意的な喚起をするような記述

をまたお考えいただくことになると思います。どうもありがとうございました。 
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 ほかにこの第２項に関してはいかがでしょうか。ちょっと私のほうからなのですけれど

も、１１ページの、やはり対象の見直しというところが少し私も個人的な意味で見解を持

っておりまして、木造に関しては、この場でいろいろ９メーターとか軒高の問題でご意見

が出されて、それに対しては特に大きな異論はなかったと思います。 

 だから木造関係を緩和するために、いわゆるルート２全体を緩和することによる問題点

というのをちょっと一度ご検討いただけないかなと。木造以外にもルート２の建物が幾つ

かあると思いますので、それも一緒に、この１つのルート２の中の一部分を緩和するため

に、ルート２全体を今これプロセスとして緩和されているということになりますので、ち

ょっとその辺気になるので、ほかに付随して緩和されるもので問題がないかと。先ほど事

務局のほうから、軽微な S造の何メーターという話もあったのですけれども、そういった

ものに問題点がないかということを技術的にも検討していただきたい。 

 それと、部会であまり大きな、深く審議がされていたかどうかという点はあるのですけ

れども、今の②の１１ページの下の、増改築は多分新築と並べて、増改築の場合にも今回

の適判制度を設けようという理解だと思います。私の理解です。 

 それからその次の、この全体計画の認定というのは、これは既存の改修という場合とい

うふうに限定されていてよろしゅうございますか。これは今度、いわゆる建築基準法に絡

む改正になるのか、先月改正された促進法絡みの改正になるのか、それは、後の手続の結

果をちょっと確認しておきたいんですけれども。 

【事務局】  これは建築基準法の手続でございます。 

【部会長】  建築基準法の手続。はい。ほかに、○○委員、どうぞ。 

【委員】  昇降機と防火設備というのが話題になっておりますので、それについて８ペ

ージに、まず（３）で、昇降機は複雑なので、確認審査でも専門性を持たせなきゃいけな

いという説明がありまして、今度は１０ページに参りますと、①の第３段落目に防火設備

のほうも専門能力の確保が課題だというのがあって、今度１２ページに行くと、それを受

けて、昇降機と防火設備はこんなふうに定期点検すべきだというお話になっているんです

けれども、あまりここでも昇降機はどうあるべきだとか、防火設備はどうあるべきだとい

う話はあまりしていないようには思うんですけれども、それをどう考えていて、定期点検

にどう持ち込むのかということについて、もしよければご意見をというか、全体をどうお

考えかをお聞かせいただければと思います。 

【部会長】  これは我々委員の間での意見交換ということでよろしいですか。多分、こ
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の辺は比較的○○委員のほうから定義された話題だったと記憶にあります。 

【委員】  はい、ここに書いてあることはほとんど私が提案した内容で、ある程度議論

はされているというふうに、そこについては思いますけれども。 

【部会長】  その多分認識は、建築基準法の中で昇降機と、エレベーター、昇降機、エ

スカレーターが扱われていて、最近の制御回路はやけに基盤化していて、どうも建築学が

終わったからといって、必ずしも理解できる範囲ではないというご意見も出ていたように

思います。 

 そのあたりで、やはりそういった動的機器に関する的確な審査が行われる人にやっても

らうのが筋であって、そのためには現状の建築主事というよりは、少し、その分野の専門

性をお持ちだという、そのようなご提案がなされていたと。防火に関してもどうでしょう

か。同じような話があるんじゃない。 

【委員】  だから、そこを同じような口調で割と書いていらっしゃるのだけど、片方は

審査もやりますと、検査もやりますと。片方は検査だけとなっているので、その辺全体構

造……、いや、すみません。それで私はエレベーターも何回か参加させていただいていま

して、何を申し上げたいかというと、エレベーターは日常使っていて、乗り心地だとか速

さだとかを売りに一方でしていて、でも、安全は確保しなくてはいけないという道具です

よね。片方は、もう安全のためだけにあるような道具、防火設備というのは。で、それら

をどのように考えて、組み合わせて、これから先安全を……、すみません、エレベーター

についてだけ言っちゃうと、逆に言うと、安全性のところだけが見れればいいように、エ

レベーター屋さんはあまりつくってくれないのですよ。乗り心地だとか速さだとかという

ところにメーンがあるから、安全性をチェック……、安全性だけがチェックできればいい

んだけど、安全性を含めて全部がブラックボックスに入っているというところが問題なの

ですけど、その安全性の部分だけ外してくれれば、定期点検で十分面倒は見れるとは思う

のですが、その辺も含めてどういう仕組みになるのかなということがちょっと知りたいと

いう発言でした、すみません。 

【部会長】  はい。今の段階で、今、○○委員からあった、これをもとにした制度設計

の姿なんて、ぼんやりでも……。 

【事務局】  まずエレベーターにつきましては、重要な制御装置とか製造機等の、かな

り複雑な機構の部分については、いわゆる大臣認定の対象にして、専門家の審査を経たも

のだけが使えるというような形にして、現場の建築確認の段階では、もうそういった認定
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されたものがついているかどうか、適切につけられているかどうかというものを審査する

というような形にしていく必要があるのかなと。 

 それから定期調査のところにつきましては、いわゆるどのような部分をきちんと調査を

して、どのような判断基準でやっていくかということについて、実は前回の竹芝の事故の

後に、少しその辺を充実したつもりではございますけれども、まだまだ不十分な面がある

というご指摘もあるので、そういったところを少し改善をして、先生おっしゃいましたよ

うに、安全に関する部分でどういう基準で、きちんと検査をしていくかというようなこと

については、少しこれから具体的な検討をさせていただきたいなと、是非いろんなご意見

をいただきながらですね。その上で、そういった検査に不具合があったと、仮に見過ごし

等があれば、やはり資格者としての責任をとっていただくようなこともきちんとやってい

くというようなことで対応していくのかなということでございます。 

 それから、防火設備については、実はこれは１０月の福岡の診療所火災を受けて、是非

診療……、ああいう防火設備がきちんと火災時に機能するということについて、やはりこ

ういった定期調査・検査をきちんとやっていくということは重要だと思いますので、そう

いった意味で、そういうものについて実効性のある検査ができるような仕組みを導入すべ

きではないかということで、少しそれ以降、少しこの中では目指していただいたというこ

とでございます。 

【部会長】  はい、ご質問というのか、よろしゅうございますか。１２ページの下のと

ころですね、防火設備関係について。ほかはこの辺はいかがでしょうか。あとは仮使用と

か、この辺は特にご意見ございませんか。これに関しては、あまり部会の中でＡ論、Ｂ論

というのはなかったと思われますので、よろしゅうございますか、Ⅱの実効性のある確認

制度のあり方についてということ。はい、どうもありがとうございました。 

【委員】  意見いいですか。 

【部会長】  ○○委員、どうぞ。 

【委員】  純粋な意見ということで、少し利害関係のない人間から見ると、どのように

見えるかということで、若干申し上げたいのですけれども、全体に建築基準法については、

非常にその中密度の高い法律で、それを今でもそうなんですけれども、それをさらに細分

化し、かつ中密化するというそのような方向性の改正をきっとされているのだなというの

が全体の感想でして、ほんとうにそれでいいのかなという感じが少し、まあ一般的に言う

と、するところなんですね。 
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 それで少し言いますと、例えばそうですね、１１ページに③とありまして、その構造計

算適合性判定の質の確保というところで、その質が確保されることは望ましいことには違

いないんですけど、それが直ちに資格とか、あるいは登録制度というところに結びつくと

いうところが、決してあまり健全なことでも実はなくて、ほんとうは競争の中でやってい

くということはあり得るし、法令上のその規定はあるわけですので、その基準遵守という

ことはあるので、これは一般的に法律の世界ですと、やはりこの種の資格の制度というの

は、あまり筋が基本的によくないというのは一般的な常識としてあって、またそういうの

をつくるのかという感じはするので、これは一般論なので、必要な資格はつくられたらい

いと思うのですけど、そのあたりの立証責任は行政庁のほうに多分あるんだろうというこ

とで、当然いいということにはならないと思っています。 

 それから、上の先ほどの①ですけれども、国が指定をして、各自治体に当該地域で使う

か使わないかの判断権限を与えるというようなお話で、しかし事実上の手続はそれを逆転

させる形でボトムアップでいくのだというお話なのですけれども、多分、何かどうも広域

化が進んでいてということになりますと、しかも適判の判断というのは安全性の観点から

極めて重要ということになりますので、何でそんな二重にする必要があるのだろうかとい

うのは素朴な疑問としてあるところで、一方で専門的な審査の必要なものについては、こ

れは国が直接認定をするというお話で、では、それと建築確認の、建築主事の行う判断と

の関係をどうするのかというような問題は、いわばパラレルに出てくるような話でもあり

まして、この①のところに話を戻すと、ボトムアップにする必要も必ずしもないのではな

いかと思いますし、要するに選ぶのは申請者といいますか、建築主のほうということなの

でしょうから、だとすると、国が指定しているのでそれで問題ないじゃないかという気も

しますので、より単純な仕組みを考えられるといいんじゃないかなと思いますし、それか

ら判定についての不服申し立てのあり方については、必ずしも行審法に乗っける必要もな

いので、もう少し簡略なものが、かなり事実的で、かつ技術的なものだと思いますので、

行審法が想定しているのは一般的な処分でありますので、そこはそぐわないんですよね。

なので、かなり特例的なものとして、考える余地がほんとうはあるのではないかなと思い

ます。 

 あと、１２ページへ行きますと、定期調査・検査報告制度の見直しというのが（４）で

ございまして、これも定期調査とか検査の制度というのも、自動車の車検もそうかもしれ

ませんけど、いわゆる過重にやっているのではないかというところもなきにしもあらずで、
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で、ユーザーからすると、何かエレベーター定期検査やっていると乗れなくて、ほんとう

に不便でとかいうのも他方であり、調査の歩どまりみたいなものも多分あって、それも中

密化だけがメリットではおそらくはないと思うんですね。 

 それについて、下のポツになりますが、①のところですと下のポツになりますけれども、

例えば、資格者証の返納等、処分基準の明確化を図るとか、処分を徹底とか、なかなか厳

しいのですけど、一方で、この間たしかあれですよね、建築士の免許の取り消し処分につ

いての最高裁判決というのがあって、手続違反の判決出ましたけど、あれなんかなかなか

味わい深い判決でして、むしろ手続基準については、あれほど詳細に定めている役所はな

いと思うのですよね。あれほど詳細に定めている役所がないにもかかわらず、詳細に定め

過ぎたがゆえに、どこを適用しているのかわからないというのが裁判所によって許容され

なかったということだと思うので、何かちょっと今ひとつ、ボールがずれちゃっていると

ころがあるかなという感じがありまして、そこももう少し、少し緩目にして、で、的確な

ところに、かゆいところにさわればいいので、何かそのように少し軽減するといいますか、

突っ込めばいいという感じでもないと思うので、そのあたり全体として、ちょっと組織の

性癖かもわからないですけど、真面目だから、どんどん行っちゃうんだと思うんですけど、

とまるとかえって喜ばれるというところもあるなというのが私の感想でございます。 

【部会長】  はい、どうもありがとうございました。貴重なご意見と感想ということで。

私も今任意制度でかなりうまくいっているところは、あまりがんじがらめにしていただき

たくないなというところも、どことは申しませんけれども、感想として持っておりますの

で、是非今の全体の枠組みのご意見だと思いますので、少し全体をまた見直す……、まだ

時間ございますので、お考えいただくようにお願いしたいと思います。 

 ほかによろしゅうございますか、このⅡについては。 

 それではⅢのその他、その他とは書いてございますけれども、認定制度の問題と、それ

から事故等に対する対応ということ、この２点でございます。ちょっと性格の違う２点で

すけれども、Ⅲのその他として、皆様方からご意見をいただきたいと思います。 

 私の記憶では、これについてもあまり部会の中でＡ論、Ｂ論と甲論、乙論というのか、

特に大きな賛成論、反対論というのはなかったように思いますけれども、このような問題

意識と提案としての講ずべき施策、これについて、いかがでございましょうか。よろしゅ

うございますか。１番が認定制度の創設というのか、復活というわけではなくて、このよ

うな制度を新たに設けると。これは実務のほうからの、実務業界からの団体でもこういっ
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たものの必要性というのが指摘されていたと記憶しておりますので。 

 あと２番目の、ローワーのローマンキャラクターのⅱですかね、事故調査の問題。これ

は今事故調査委員会というのは幾つあるんですか。消費者庁にあって……。 

【委員】 運輸安全委員会が一番大きいですね。それから消費者庁、消費者事故調という

のはありますね。それからそれ以外にも事故調は、各省庁が多分持っているはずですね。

統一的にやっているのは運輸安全委員会だけで、あとはみんな省庁の中で閉じている感じ

だと思います。医療の事故調は途中で今とまっているようなところもありますね。 

【部会長】  はい、ということで、１４ページの講ずべき部会、部会としては調査権限

の創設とかということは、部会からの意見として、こういう形で出るとすると、部会から

分科会、それから分科会から審議会、それから国土交通大臣あての、答申として出るわけ

ですけれども、これは多分、今○○委員がおっしゃった、いろんな国の中の組織として、

必ずしもこれが実現できるかどうかというのはわからないにしろ、部会としての、これは

部会としての意見ですけれども。 

【委員】  よろしいですか。 

【部会長】  はい。 

【委員】  おっしゃるとおり、部会としてはこの意見でいいと思います。しかし、国全

体から見ると、事故調査というのはほとんど統一性がないと考えていいと思います。まこ

とに残念ながら。できたらやっぱり国として、統一性のある方向に持っていくべきです。

そのためには１つの提案として、この分野から出すのはいいと思います。 

 ただ、私も事故調いろいろなのやっていますけど、残念ながら統一性はありません。 

【部会長】  今のは、今まで昇降機等の事故において、いろいろご担当いただきました

○○委員からの心の吐露ということで。 

 はい、じゃあ、Ⅲはこれでよろしゅうございますでしょうか。それでは、もう一度本日

の資料の全般にわたって、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、木造基準、それから効率的な制度、それと今のそ

の他という、全体にわたって、何か言い残したこと、もしくは第二次報告に向けて、後で

スケジュールの紹介がありますけれども、第二次報告に向けて反映してもらいたい、もし

くは再考してもらいたい点はございますでしょうか。 

 

 

【委員】  じゃあ、ちょっといいですか。 
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【部会長】  はい、どうぞ、○○委員。 

【委員】  Ⅲのその他のところの、今の調査のところなのですが、意見としては、この

行政調査の権限については、先ほど統一性云々というお話あったのですけれども、建築物

関係について、建築設備等について、その分野の専門分野でもって、調査機関的なものを

創設するということは非常に重要なことであり、私としては、是非実現してほしいと思っ

ております。 

 そういう意味で言うと、私の意見としてはですよ、１４ページの２ですけれども、調査

権限の創設等を検討すべきであるとか書かないで、調査権限を創設するとして、で、その

調査権限の根拠ありますので、強さの程度をどうするのかとか、それから対象については、

ここでは製造者というのが入っていますけれども、そこ、製造者等になっているので、も

う少し、どこら辺まで必要なのかというところを洗い出していただいて、なるべく幅広に、

とり残しのないような形で調査ができるような形で、調査権限の強さと関連してくると思

うのですけれども、それを建築分野、プロパーでいいと思うので、ほかのところに対して、

むしろ先行するような議論ができるといいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

【部会長】  はい、ありがとうございました。それでは最後が、皆様方の資料の１５ペ

ージでございます。これで第二次答申という形で、次々回のこの部会で最終案という取り

まとめが終わった後、その次のステップのやるべき課題ということで、本報告ということ

で、今後のあり方について継続していくというので、今、６項挙がっております。これに

ついては、多分すこし本資料をお持ち帰りいただいて、もっと建築基準制度のあり方につ

いて、こういう項目があるということを、後でご意見をいただける機会もありますけれど

も、今の段階で、いや、これはもういいよとか、こういうことをつけ加えようというあた

りでのご意見がありましたら、効率的に運営するために、是非この場でご意見いただきた

いと思います。いかがでしょうか。はい、では、○○委員。 

【委員】  確認ですけれども、課題はたくさんあって、書き出したらきりがないと思う

ので、どの範囲内で検討したらいいのか、ちょっと教えていただきたいんですけれども、

例えば建築士法に関すること、例えば一級建築士の問題とか、あるいは例えば建築設備士

の問題とか、そういう士法絡みのことでも課題はあるかもしれませんけれども、これはこ

この場として、この分科会、部会としては、そんなに全ては扱えないから、ある程度基準

法に関することだけについて議論しようということなんですが、その辺の範囲を教えてい
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ただければと。 

【部会長】  私の理解は、まず当初スタートしたとき、この部会の名称とも絡みますけ

れども、基準制度のあり方ということで、私の理解としては、建築基準法が比較的軸には

あったのですけれども、やっぱり士法とか業法も外せないところですので、あまり限定は

したくないなと。だから、今おっしゃった士法とか業法絡みでも、何か問題点があったら

挙げるということは部会の運営としては……。 

【委員】  まあ、全ての問題をこの場で検討して、答えを出すということは多分不可能

であろうと思うので、じゃあ、問題点を出すぐらいはいいということですよね。 

【部会長】  では、事務局のほうから。 

【事務局】  まず建築士法は当然入ると思います。業法は、縦割りで申しわけないので

すけれども、担当局が違うので。まあ議論はいいと思いますけれども、それを担当局へど

う伝えるかというところはちょっと整理の段階で……、議論はしていただいてもいいんだ

と思いますけれども、そこはちょっとご配慮いただきたいと思います。 

【部会長】  はい。縦割りに関しては、我々はあまり意識しないで運営をしていきたい

と思いますので。今の○○委員からのご指摘のように、挙げていただくことはお願いする

ということにさせていただいて、その精粗だとか、どのレベルでの課題かということで、

若干これは事務局と私のほうで調べて、見た上で、全てのご意見を入れることはしません

という、そういう方向でご了解いただけますでしょうか。ご意見は出していただきたいと

思います。 

 はい、じゃあ、○○委員。 

【委員】  ○○です。１５ページの引き続き検討すべき課題の一番最後に建築基本法の

あり方とだけぽつんと書いてあります。 他の項目には既存ストック有効活用に関する観

点から等の注釈がついているんですけど、ぽつっと書いてあるあたりが気になります。 

私どもとすると、この問題に対していろんな思いやがいっぱい入っていまして、いろんな

観点があります。この辺は、今意見を申し上げればいいんでしょうか。 

あまりこの議論がなかったと思いますが、私どもとしては中長期的に法制度の将来を考え

ることもすごく大事なことだなと思っています。 

どうしてぽつんとこれだけが出ているのか、どういう意図があるのか 

というあたりから質問させていただくということでいかがでしょうか。 

【部会長】  はい。事務局より、部会長として私のほうからお答えをさせていただいて。
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やはり、スタートしたときに建築基準法、もう１９５０年ですか、そろそろ６０年を経過

して、ある程度少し整理して、すっきりさせたほうが切りがいい。 

 それから、もともと基準法時代の対象としていた建築物と、今我々が扱うべきような建

築物の質的なものも変わってきているし、それからそれに伴って、今、先ほど話題になっ

たエレベーターも、多分昔は五、六階のエレベーターだったのが、今は４０階、６０階の

エレベーターというようなこともあって、やっぱり基準のあり方も変わるのではないかと、

非常に大きな方向を議論していたんですけれどもね。 

 最初に、耐震改修、既存建築物の不適格性にさせる問題と、それから今回木造というこ

とになって、最初大きなグランドデザインみたいなものが取り残されてしまったのが、こ

こへ出てきて。それから、こちらのほうも、先ほど○○委員からご意見いただいたように、

○○委員、それからほかの委員についても、基準法のあり方というのについてご意見を出

していただいて、場合によっては、ここに今並列している意見も、これも若干カテゴライ

ズというのか、ヒエラルキーをつくるような形で最終的な案をまとめてはと部会長として

は考えます。 

 そのようなお答えで。ご意見を出していただくことは歓迎いたしますので。 

【委員】  わかりました。よりよい建築、まちづくりに向けて中長期的観点から基準制

度を見直しつつ、是非建築基本法のあり方をきちんと検討していきたいなと思っておりま

す。後で意見をまとめるようにいたしましょうか。 

【部会長】  はい、事務局もよろしゅうございますね。【事務局】  まずですね、基本

法はいろいろ紆余曲折がございまして、政権交代前に多少そういうことも意識した諮問に

なっていたと思いますけれども、諮問を１回したんですね。で、それが途中で立ち消えに

なって、それで建築法制度のあり方検討会だったかな、というのを民主党政権のときにや

って、基本法もかなり議論しましたけども、そこの場では賛否両論あったということです

ね。 

 それで、今回この答申を、諮問を行うに当たっては、それまでの議論も踏まえた基本法

の今後のあり方、どういうふうにやるべきかという根本論のところから、先々はやろうと。

で、その前にやるべきことたくさんあるんですが、それが先ですよということで始まった

んだと思います。 

 今日のこの書き方は、極めて忘れていませんよ程度な、私も整理されるべきだと思いま

すけれども、そういう経緯があったということの上でどうするかということをご議論いた
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だければと思います。 

【部会長】  はい、では、○○委員どうぞ。 

【委員】   少しその辺が絡んだ話ですけれど。この第二次報告（案）の１１ページの

右欄の③で、適判の資格者を確保するために、国による資格検定、登録等の制度を導入す

ると書いてあるんですが、結局構造一級建築士があって、その人たちが設計したものに関

して、内容を審査するということになるんですね。しかし、構造の先生方からは、積極的

に専門家に任せろという議論はありましたね。これは基本法ともかかわってくるんですけ

れども。私も専門家に任せる部分があっていいと思うんですが、そのための納得できる提

案が構造の先生方から出てきていない。この際、適判の資格者を確保するために、専門家

の中でどういう制度設計が民間団体、あるいは公的な団体のなかでできるのか、あるいは

国の制度としてやはり取り込む必要があるのか、専門家としてどういう制度設計ができる

のかということを、構造の先生方から是非とも提案していただきたいと思うんですけれど

も、いかがでしょうか。 

【部会長】  構造というと、○○委員がいらっしゃって……。 

【委員】   いらっしゃらないから、どなたに意見をいただこうかなと思って。座長に

お願いできますか。 

【部会長】  あまり座長は個人的な意見は出すと運営を方向づけているのではないかと

印象を与えますので。座長という場から離れて、一建築構造をやってきた者から、今回の

適合性判定とか構造に関するルールの問題に関しては、私はあまりいろんなルールはつく

らないほうがいいのではないかと。現状うまくいっているところはそのまますると。ただ、

世の中で困っているという事態も、それはそれでありますので、それに対して、やっぱり

行政も前向きに対応しなくてはいけない。例えば、この中だと登録制度の導入なんていう

のは、どのような人に頼んでいいかというのがわからない状況。で、そのためには建築、

先ほどの基本法のあり方みたいに建築とするときに、少し設計者、構造設計者、設備設計

者じゃなくて、建設コンサルタントみたいな業が成立すればいいなというのは私の念願だ

ったんですけれども、そういった意味で、行政的にはやはりどういう方がヒューマンリソ

ースとしてあって、それらの人たちがどういうことができて、どういうことを依頼できる

というような、この登録制度の導入というのは、やはり行政として対応しなくては。 

 決して構造は構造に任せろなんていうことは申し上げた、私の分野では申し上げている

つもりはないんですけれども、どういう資格が……。 
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【委員】  もう一方で、今実際の建設現場では、建築士が設計をして、さらに建築士の

資格のもとで工事監理が行われています。しかし実態上、工事監理は限定的な範囲であっ

て、一般には監理業務として広く発注者の代行的な業務、もちろん工事監理を含めた業務

が行われている。この監理者教育、あるいは監理者の資格制度というのは法律のもとでは

何もないわけですね。それがうまく運用されている部分と、多少弱体化している部分とが

顕在化してきています。そういうものとこの適判の資格者とは内容は全く異なりますが、

国の制度としてやるか、あるいはそうじゃなくて団体あるいは契約のもとでの制度として

用意するかという観点では似た性格のものではないかと思います。この辺は長期的に言え

ば、国の制度のあり方の問題だという意味で、今ここでの議論ではありませんが、将来を

見据えた話としては、是非とも扱ってほしいと思っている１つの例であります。 

【部会長】  はい、ありがとうございました。今の○○委員からのご指摘は、基本法の

あり方とは違いますけども、もう少しこのⅣの中でも大きな視点に立った御指摘というこ

とで、ご意見は出していただくようにお願いしたいと思います。 

 今回の答申の中ではなくて、今後やるべき課題ということで位置づけるということで、

どんな問題点がやっぱりここでやるべきだと、建築基準制度のあり方の検討課題というこ

とでお出しいただければと。 

【委員】 私も意見を出させていただきますが、是非とも構造の先生方もこの部分に関し

てはいろんな意見をお持ちだと思いますので、出していただきたいですね。 

【部会長】  はい、わかりました。ほかにいかがでございますか。はい、○○委員、ど

うぞ。 

【委員】 ○○です。消費者被害としての欠陥住宅問題に取り組んでいる立場からいたし

ますと、是非４号建物についての、そのような事後的な救済が我々担当しているのですけ

れども、そのようなことが起きない方策についての検討をお願いしたいと。それとも課題

に是非挙げていただければと思います。 

 具体的に申しますと、その４号建物の構造の安全性については設計者判断に委ねられて

いて、確認機関とか行政庁で特に審査しないということになっているわけですし、それか

ら中間検査も、ほんとうに今、一応できましたけれども、何かできて終わりみたいな形に

なっていて、ほんとうに実効的なものになっているかどうか、そのあたりの検証とか今後

のあり方を是非検討していただければ、消費者被害としての欠陥住宅問題もなくなるので

はないかと思っていますので。 
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 ただ規制を強めるとかそういうことだけじゃなく、何かいい方法がないのかというあた

りを是非議論する場が検討課題に加えていただければと思います。 

 それとあと、地盤の問題ですね。東日本大震災の後、仙台市内の丘陵地とか、あと特に

福島の郡山等で、地盤の性質を踏まえた基礎をしっかりつくっていなかったということの

ための被害も顕在化しております。ですから、建物そのものではありませんけれども、建

物の基礎と地盤が適合しているということはこれは必要不可欠な問題で、ちょっとここか

ら外れるのかもしれませんけれども、地盤の安全性ですね、それは建物にとって必要不可

欠な前提ですから、この縦割りでいくと関係ない問題なのかもしれませんけれども、是非

それもやっていただかないと。幾ら建築基準をよくしても、地盤がもうどうしようもなけ

れば、何もならないというのがありますから、そこら辺ももし検討できるのであれば、お

願いしたいと思います。以上です。 

【部会長】  ありがとうございました。今、議事録がとられていますので、事務局のほ

うのも拾えると思いますし、もし○○委員のほうでも再確認という意味であれば、今のご

意見を事務局にご提出いただければと思います。 

【委員】  はい。 

【部会長】  ただちょっと内容的に、何というのでしょうか、大きなレベルがちょっと

基本法のあり方とか、今の話の地盤の問題だというのはちょっと差がありますので、構成

なり、それから取捨選択をさせていただくという前提があると思いますけれども、一度今

後残すべき、今後やるべき課題という形で考慮に入れるということにしたいと思います。

ですから、各委員の皆様方も、是非そのあたりでご意見のご提出をお願いしたいと。 

 はい、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、本日予定していた議題はございませんので、この意見交換会、最後は意見要

望会というようにもなりましたけれども、終了させていただきたいと思います。 

 先ほど申しましたように、今後の進め方でスケジュール等ございますので、事務局のほ

うにお返しいたしたいと思います。 

【事務局】  それでは今後のスケジュールのご説明をさせていただきたいと思います。

お手元に今後の予定表があろうかと思います。次回は、１回マンションの関係で、少し途

中の今の状況をご説明させていただくための会を１１回目で予定しております。１月２０

日の１時からということで。 

 それから２月３日に、この報告の取りまとめをしたいと考えております。できますれば
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その後、引き続き分科会を行いまして、分科会でもご議論いただいて、報告の取りまとめ

をしていただければと考えております。 

 それで、大変恐縮でございますけれども、先ほど部会長からもお話ございましたけれど

も、これについてのご意見を、非常に尚早、短期間で申しわけございませんけれども、来

週の木曜日、２６日までということでお願いできませんでしょうか。それをいただきまし

て、それを踏まえて、少し部会長と私どものほうで、この案を見直しをさせていただきま

して、年明け早々に、先ほど申し上げましたが、ご意見募集という形で２週間ちょっと、

３週間ぐらいになるかと思いますけれども、そのぐらいの期間かけて、パブリックコメン

トを実施をしたいと思います。それを踏まえて、２月３日にその意見も踏まえた修正案を

提出したいと考えておりますので、大変短時間で恐縮でございますけれども。 

 当然今日、この場でご意見をいただいたものについては検討させていただきますので、

それ以外に何かございましたら、是非ご意見いただければと思います。一応そういうこと

で進めさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次回につきましては、先ほどご紹介いたしましたとおり、１月２０日１時からというこ

とで、場所はこの場所でございますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、最後に今日の議事につきましては、議事録を取りまとめましてから、先生方

にご確認をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

【部会長】  ありがとうございました。予定の時間よりやや早く終了いたしましたけれ

ども、本日皆様方からご意見をいろいろ出していただき、ありがとうございました。是非、

今事務局からご紹介がありましたように、今後の進め方でやや急なんですけれども、本年

度の御用納めの前までと、事務局もちょっと来年度予算とかいろいろでご多用ですので、

そこまでにご提出をお願いしたいと思います。 

 本日のご意見に関しては、記録がございますけれども、再確認のためであれば、これは

事務局宛てでよろしゅうございますか。 

【事務局】  はい。 

【部会長】 事務局宛てにメールにてご意見等を提出いただくということにさせていただ

きたいと思います。 

 では、本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。これで終了したいと存じま

す。 
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── 了 ── 


